小名浜地区公共施設等再編計画策定支援業務委託仕様書

１　背景と目的
　　本市は、過去の市町村合併を背景に、広域多核型の都市構造を形成しており、公共施設等の設置数が非常に多い状況にある。
　　昨今の人口減少に伴う本市の厳しい財政状況を鑑みた場合、一つ一つの施設に投じることが可能な経費には限界がある。また、施設の約４割が建設から４０年以上を経過しており、とりわけ、小名浜地区の公共施設については、老朽化、劣化が進行している。
このような状況の下、将来にわたり、市民及び利用者の皆様にとって利用しやすく、安心で安全な公共施設等を維持していくためには、今後の施設のあり方を本格的に検討すべき時期に来ているものと認識している。
このまま何ら措置を講じない場合、取り得る選択肢は時間の経過とともに限られてゆき、最終的には施設を廃止するほかない状況に至ることが懸念される。
そのような状況を回避するためにも、何十年も前の常識やニーズを基に整備された施設のあり方に固執するのではなく、市民にとり「真に必要とされる機能やサービスとは何か」を起点に検討を進め、より暮らしに根差した公共施設のあり方、さらには市の都市形成と呼応した形へとアップデートする必要がある。
　　これまでも小名浜地区のまちづくりの議論を積み重ねてきており、まちづくり団体からの現小名浜支所の近隣への再整備案や、旧小名浜市民プール跡地への整備案、また、利便性の観点から、商業施設のテナントを借用して公共機能を担うという案も考えられ、その一方で、いわきスポーツクラブが、いわきＦＣの新スタジアムを小名浜港に整備することを公表し、公共施設の受け皿となり得る選択肢が１つ加わるという状況にもなった。
以上のことを踏まえ、公共施設の再編にクローズアップした、より具体的な計画の策定が必要であることから、市街地再生整備事業において通常策定する「基本構想（基本方針）」及び「基本計画」の順を追うことなく、これらを統合した計画の策定について、専門的な知識・経験等を有する事業者に委託するもの。
・　基本構想（基本方針）：将来像や大局的な方針・方向性
・　基本計画：その構想を実現するための具体的な施策や手法、スケジュール

２　業務委託の期間
　　契約締結の日から令和９年３月31日まで

３　対象施設
　・　小名浜支所（北庁舎含む）
　・　小名浜消防署
　・　小名浜公民館
　・　小名浜図書館
　・　小名浜児童センター
　・　小名浜老人憩いの家
　・　小名浜市民会館
　・　小名浜武道館
　・　小名浜地区小・中学校（学校再編ではなく空き教室を利用した複合化の受け皿として検討対象とする）

４　事業の実施内容
　⑴　現状分析
①　各施設の老朽化状況
　　　　市が保有する公共施設等総合管理計画、施設カルテ、劣化度診断等の各種データを活用し、状況把握を行うこと。
　　②　本市実施事業の結果分析
　　　　本市が実施した次の事業に係る参加者意見・回答結果を基に分析を行うこと。
　　　ア　小名浜地区トークシェアミーティング事業
　　　　　小名浜に関わりのある方（小名浜地区住民であるかに関わらず）を対象に参加を募り、当地区のまちに必要な機能・サービスについて対話するワークショップを実施（市によりまとめた分析結果も基に、受託者のノウハウを生かし改めて分析する）。
　　　イ　公共施設に関する市民アンケート調査事業
　　　　　小名浜地区に住所を有する16歳以上の市民2,000名を対象に、当地区内に存する主な公共施設等の利用状況、現存施設の必要性、再整備候補地などについて調査を実施（回答は集約済みのため、受託者のノウハウを生かし分析する）。
　　③　住民ヒアリングにおける資料作成、結果分析
　　　　⑴②ア、イを更に補完するため、次の属性の者を対象に小名浜地区の公共施設および公共機能の配置に関する意向についてヒアリングを実施する。その際の資料作成、結果分析を行うこと。
　　　　なお、学校においては、児童・生徒を想定しているが、学年などや対象範囲は定めていない。受託者により効果的な条件を提案いただきたい。
　　　【対象者】
　　　　ア　小名浜地区の小・中学校４～５校程度
　　　　イ　小名浜地区に所在する高校在学生（海星高校、秀英高校）
　　　　ウ　小名浜方部連合ＰＴＡ
　　　　エ　小名浜地区区長会
　　　　オ　まちづくり団体
　　　　カ　その他、効果的なヒアリング先
※　いわきＦＣスタジアム整備に係る地区住民ヒアリング（別事業）と合同でのヒアリングも視野に入れている。
　⑵　課題抽出（再編の課題、解決案の検討）
　　　再編にあたり、各施設の現状や再整備等に掛かる課題を抽出し、解決案を示す。
　　　課題の抽出に当たっては、⑴の現状分析作業で得たデータに加え、必要に応じて施設所管部署へのヒアリングなどを通して、利用者の状況や老朽化度合いなどを的確に把握すること。
　　　ここでの解決案については、施設毎（個別）に、具体的方策（商業施設へ移転、ＤＸ化で施設は解消、代替施設の提案、複合化、現状建替えなど）を示すこと。

　⑶　再編方針の提案
　　ア　全体コンセプト
　　　　事業区域内の再編にあたり、いわきＦＣ新スタジアムへ導入する公共機能も踏まえて、全体的な整備に係る基本的な方針及びゾーニング計画を整理すること。
　　イ　再編場所及び配置機能の選定
　　　　⑴現状分析、⑵課題抽出、及びアの全体コンセプトを踏まえて、考えられる再編パターンを具体的に示すこと。（複数のパターンでも可とする）
　　ウ　複合施設のモデルプランの作成
　　　　再編場所に応じて、配置機能の規模（面積）も含めた複合施設のモデルプランを作成すること。
※いわきＦＣ新スタジアムに導入する機能は含まない。

　⑷　複合施設のイメージ図の作成
　　　複合施設のイメージについて、再編パターンごとに可視化し、示すこと。
　　　イメージについては、鳥瞰図及び内観イメージが立体的に可視化されていること。

　⑸　事業費（既存施設の解体費含む）の試算、財源（各種国県補助金、起債等）案の提案
　　　概算事業費の検討及び適用可能な補助金・交付金等の検討を行うこと。
　　　また、複合化を想定する場合は、単体での建て替えコストとの比較を用いるなど、複合化のコストメリットが可視化できるよう整理すること。
併せて、いわきＦＣ新スタジアムビルディング棟に公共機能を導入する場合については、その手法（非保有、区分所有等）別にコスト比較も行うこと。

　⑹　整備手法の検討及び民間意向調査の実施
　　　複合施設の設計から建設、その後の運営・維持管理に関しての定性的な官民連携手法の簡易的な比較検討に加え、民間事業者の意向調査（10社程度）の実施・とりまとめなど、プロジェクト全体における民間活力導入の可能性調査を行うこと。

　⑺　再編、整備による住民への影響
　　　再編、整備により新たに発生する住民への影響（交通、照明、騒音、日照、災害時における避難経路等）について示すこと。

　⑻　既存施設の跡地の民間利活用案
　　　既存施設の廃止、複合化などに伴い、残地となった土地の利活用案について示す。
　　　利活用案の検討にあたっては、サウンディング市場調査など、目的に応じて適切と考えられる手法を積極的に取り入れること。

　⑼　いわきＦＣ新スタジアムの整備計画や各種行政計画との整合
　　　上記⑴～⑻の各事項を整理した上で、いわきＦＣ新スタジアムの整備計画等との整合を図った内容で本計画を作成すること。
　　　必要に応じて、いわきＦＣ新スタジアム整備の関係者等との協議・擦り合わせを実施すること。

　⑽　当計画案の住民説明会開催に係る事務
　　　当計画案に係る住民説明会の開催支援を行う。２回程度を想定している住民説明会で使用する資料の作成・整理や、専門的な説明支援（当日同席）などを行うこと。
　　※　回覧板などにより事前周知の上、開催することを想定。

５　打合せ協議
　⑴　本業務の履行に際して、調査、分析結果、進捗、今後の予定等について、打合せ等により報告・説明を行うこと。
　⑵　打合せは、毎月１回以上行うこと。各回の打合せ次第や資料、打合せ記録（要旨）等も作成すること。
　⑶　打合せの内容によっては、オンライン会議も可能とする。

６　提出書類
　　次の各号に掲げる書類を市が指定する日までに提出すること。
　⑴　事業計画書
　⑵　着手届
　⑶　完了届
　⑷　実績報告書

７　成果品
⑴　本業務の成果品は、次の①及び②の情報を収録した、冊子を各５部、電子データ及び同データを収録した電子情報記録媒体（CD-R等）を各１部とする。
①　再編計画（概要、本編、イメージ図、各種データ集）
　②　本市の要請に応じて作成したデータ等
⑵　成果物は、公開を前提に写真、イメージ図、グラフ、事例等を用いて分かりやすく作成すること。
⑶　成果物には、引用元や出典を明記し、業務報告書やそのバックデータは、計算過程も明記すること。

８　資料の貸与
　　市は、業務の遂行上必要な資料で、市が所有しているものについてはこれを貸与する。

９　機密の保護・セキュリティ
　⑴　本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間の終了または解除後も同様とする。
　　　ただし、法令に基づく要請があった場合はこの限りではない。
⑵　本業務の成果品（業務の過程で得られた記録等も含む。）を本市の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。
⑶　本業務の履行のために本市が提供した資料・データ等について、本業務以外の目的で使用してはならない。
⑷　本業務の履行のために取り扱う情報及び情報資産について、いわき市情報セキュリティポリシーに基づいて扱うこととする。
⑸　個人情報等の取扱いについて、個人情報等の保護の重要性を十分に認識し、業務に関わらず個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。

10　その他
　⑴　参考としている他市の再編計画等
　　・さいたま市中央区周辺の公共施設再編基本計画
・日野本町地区公共施設再編基本計画（素案）
⑵　その他
この仕様書に定めのない事項、及びこの仕様書に定める業務の実施にあたり疑義が生じた事項については、市と受託者双方協議のうえ、別途決定するものとする。
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